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佐
賀
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
公
安
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

 

山 
 

口 
 

久 

美 

子 
 
 
 

 

佐
賀
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号 

 
 
 

佐
賀
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

佐
賀
県
警
察
組
織
規
則
（
平
成
六
年
佐
賀
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

  

第
二
条
中
「
次
の
」
を
「
、
次
の
」
に
、 

 
 
 
 
 
 

を
「
広
報
県
民
課
」
に
、 

 

「
会
計
課
」
を 

 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

  

第
三
条
第
一
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

七 

被
疑
者
取
調
べ
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
七
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。 

３ 

総
務
課
に
、
取
調
べ
監
督
室
を
置
く
。 

 

一 

取
調
べ
監
督
室
は
、
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

二 

取
調
べ
監
督
室
に
、
室
長
を
置
く
。 

 

三 

室
長
に
は
、
警
視
の
階
級
に
あ
る
警
察
官
を
も
っ
て
充
て
る
。 

 

四 

室
長
は
、
命
を
受
け
、
取
調
べ
監
督
室
の
事
務
を
掌
理
す
る
。 

 

第
三
条
の
二
中
第
八
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 

 

八 

犯
罪
被
害
者
支
援
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

九 

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十 

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律

広
報
県
民
課 

企
画
課 

」 

「 

会
計
課 

施
設
装
備
課 

」 

「 
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（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
号)

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
金
に
関
す
る
こ

と
。 

 

第
三
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

広
報
県
民
課
に
、
犯
罪
被
害
者
支
援
室
を
置
く
。 

 

一 

犯
罪
被
害
者
支
援
室
は
、
前
項
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。 

 

二 

犯
罪
被
害
者
支
援
室
に
、
室
長
を
置
く
。 

 

三 

室
長
に
は
、
警
視
の
階
級
に
あ
る
警
察
官
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
一
般
職
員
（
警
察

職
員
の
う
ち
警
察
官
以
外
の
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
も
っ
て
充
て
る
。 

 

四 

室
長
は
、
命
を
受
け
、
犯
罪
被
害
者
支
援
室
の
事
務
を
掌
理
す
る
。 

 

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
警
務
課
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
企
画
課
」
を
「
警
務

課
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
二
号
を
削
り
、
同
項
第
十
四
号
を
同
項
第
十
七
号
と
し
、
同
項

第
十
三
号
中
「
他
部
」
を
「
部
内
の
調
整
並
び
に
他
部
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
六
号

と
し
、
同
項
第
十
一
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

十
四 

庁
内
の
警
戒
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
四
条
第
一
項
第
十
号
中
「
地
域
課
」
を
「
通
信
指
令
課
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十

三
号
と
し
、
同
項
中
第
九
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
八
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

六 

警
察
職
員
の
給
与
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
こ
と
。 

 

七 

警
察
職
員
の
公
務
災
害
補
償
及
び
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付

に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

一 

警
察
職
員
の
服
務
、
採
用
、
昇
任
、
配
置
換
え
そ
の
他
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
四
条
第
二
項
中
「
企
画
課
」
を
「
警
務
課
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
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か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
十
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
前
項
第
二
号
か
ら
第
五
号

ま
で
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分

中
「
企
画
課
」
を
「
警
務
課
」
に
、
「
取
調
べ
監
督
室
」
を
「
人
材
育
成
室
」
に
改
め
、
同

項
第
一
号
中
「
取
調
べ
監
督
室
」
を
「
人
材
育
成
室
」
に
、
「
第
一
項
第
十
二
号
」
を
「
第

一
項
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
第
四
号
中
「
取
調
べ
監
督

室
」
を
「
人
材
育
成
室
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
企
画
課
」
を
「
警
務
課
」
に
改
め
、

同
項
第
一
号
中
「
（
警
察
職
員
の
う
ち
警
察
官
以
外
の
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を

削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
第
一
項
第
九
号
」
を
「
第
一
項
第
十
二
号
」
に
改
め
、
「
事
務
」

の
下
に
「
の
指
導
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
る
。 

 

第
四
条
の
二
を
削
る
。 

 

第
五
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

五 

留
置
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

監
察
課
に
、
留
置
管
理
官
を
置
く
。 

 

一 

留
置
管
理
官
に
は
、
警
視
の
階
級
に
あ
る
警
察
官
を
も
っ
て
充
て
る
。 

 

二 

留
置
管
理
官
は
、
命
を
受
け
、
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

第
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
財
産
及
び
」
を
削
り
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、

同
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
項

第
一
号
及
び
第
三
項
第
二
号
中
「
第
五
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。 

 

（
施
設
装
備
課
） 

第
六
条
の
二 

施
設
装
備
課
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 

財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

庁
舎
及
び
公
舎
の
営
繕
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

警
察
装
備
に
関
す
る
こ
と
。 
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四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
長
又
は
警
務
部
長
の
命
ず
る
こ
と
。 

  

第
九
条
中
「
次
の
四
課
」
を
「
、
次
の
五
課
」
に
、
「
地
域
課
」
を 

 
 
 
 
 
 

に 

 

改
め
る
。 

 

第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
前
項
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
二
号
か

ら
第
六
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。 

２ 

生
活
環
境
課
に
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
室
を
置
く
。 

 

一 

サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
室
は
、
前
項
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。 

 

二 

サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
室
に
、
室
長
を
置
く
。 

 

三 

室
長
に
は
、
警
視
の
階
級
に
あ
る
警
察
官
を
も
っ
て
充
て
る
。 

 

四 

室
長
は
、
命
を
受
け
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
室
の
事
務
を
掌
理
す
る
。 

 

第
十
三
条
第
一
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九
号
と

し
、
同
条
第
五
項
を
削
る
。 

 

第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
通
信
指
令
課
） 

第
十
三
条
の
二 

通
信
指
令
課
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 

警
察
無
線
電
話
及
び
警
察
通
信
指
令
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
長
又
は
生
活
安
全
部
長
の
命
ず
る
こ
と
。 

 

第
十
四
条
中
「
次
の
」
を
「
、
次
の
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
の
二
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十

一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

第
十
六
条
の
二
第
一
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。 

地
域
課 

通
信
指
令
課 

」 

「 
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九 

国
際
捜
査
共
助
に
関
す
る
こ
と
。 

  

第
十
八
条
中
「
次
の
四
課
一
場
二
隊
」
を
「
、
次
の
四
課
二
隊
」
に
、 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

を
「
運
転
免
許
課
」
に
改
め
る
。 

  

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
（
運
転
免
許
試
験
場
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
九
号
中
「
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
及
び
運
転
免
許
試

験
場
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
前
項
第
三

号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

運
転
免
許
課
に
、
運
転
免
許
試
験
場
を
置
く
。 

 

一 

運
転
免
許
試
験
場
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
運
転
免
許
試
験
に
関 

 

す
る
事
務
、
新
規
又
は
併
記
の
運
転
免
許
証
の
交
付
に
関
す
る
事
務
及
び
免
許
の
取

得
時
講
習
に
関
す
る
事
務
並
び
に
前
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
運
転
免
許

試
験
場
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

二 

運
転
免
許
試
験
場
に
、
場
長
を
置
く
。 

 

三 

場
長
に
は
、
警
視
の
階
級
に
あ
る
警
察
官
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
一
般
職
員
を
も
っ

て
充
て
る
。 

 

四 

場
長
は
、
命
を
受
け
、
運
転
免
許
試
験
場
の
事
務
を
掌
理
す
る
。 

 

第
二
十
二
条
の
二
を
削
る
。 

 

第
二
十
四
条
中
「
次
の
」
を
「
、
次
の
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
部
長
」
を
「
、
部
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
条
第
一
項
中
「
部
に
」
を
「
部
に
、
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
参
事
官

に
は
、
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
「
警
察
官
を
」
の
下
に
「
、
参
事
官
に
は
警
視
正
若
し
く

は
警
視
の
階
級
に
あ
る
警
察
官
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
一
般
職
員
を
」
を
加
え
る
。 

運
転
免
許
課 

運
転
免
許
試
験 

場
」 

「 
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第
三
十
条
の
二
第
一
項
中
「
部
に
」
を
「
部
に
、
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
警
察

官
」
の
下
に
「
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
一
般
職
員
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
十
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

本
部
各
課
に
課
長
を
、
科
学
捜
査
研
究
所
に
所
長
を
、
交
通
機
動
隊
、
高
速
道
路
交
通

警
察
隊
及
び
機
動
隊
に
隊
長
を
置
く
。 

 

第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
課
長
等
」
を
「
課
長
、
所
長
及
び
隊
長
（
以
下
「
課
長
等
」
と

い
う
。
）
」
に
、
「
こ
れ
」
を
「
こ
れ
ら
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
課
等
」
を
「
本
部

各
課
、
科
学
捜
査
研
究
所
、
交
通
機
動
隊
、
高
速
道
路
交
通
警
察
隊
及
び
機
動
隊
（
以
下

「
課
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
生
活
安
全
部
に
」
を
「
生
活
安
全
部
に
、
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
部
に
」
を
「
部
に
、
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
参
事
」
を
「
、
参
事
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
佐
賀
県
公
安
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
改
正
） 

２ 

佐
賀
県
公
安
委
員
会
運
営
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
佐
賀
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
八
条
第
二
項
中
「
、
場
」
を
削
る
。 

 
 

第
十
五
条
第
二
項
中
「
、
運
転
免
許
課
長
及
び
運
転
免
許
試
験
場
長
」
を
「
及
び
運
転

免
許
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

（
佐
賀
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

３ 

佐
賀
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
佐
賀
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
五
条
中
「
、
場
」
を
削
る
。 
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（
佐
賀
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
等
規
則
の
一
部
改
正
） 

４ 
佐
賀
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
等
規
則
（
平
成
十
五
年
佐
賀
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
六
条
中
「
、
場
長
」
を
削
る
。 

 

（
佐
賀
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

５ 

佐
賀
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
佐
賀
県
公
安
委
員
会
規

則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
二
項
中
「
警
務
課
長
」
を
「
監
察
課
長
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
四
条
第
二
項
中
「
警
務
課
」
を
「
監
察
課
」
に
改
め
る
。 


